
子育て情報局

　母子家庭や父子家庭等を対象に、無料法律相談を開催します。問題解決に向
け、弁護士が皆様のお話をお伺いします。是非、この機会にご利用ください。

【日時】　9月28日（木）13時～ 16時
【場所】　〔本庁舎〕 1階 会議室
【相談内容】
　離婚（離婚前相談も含む）・養育費・面会交流・雇用問題・借金・
　お金のトラブル等
【相談時間】　約30分
【費用】　無料
【申込方法】　事前予約制のため、下記へお申込みください。

問子ども子育て支援課　☎0978-64-2525

ひとり親のための無料法律相談会

新規要予約

問子育て世代包括支援センター

☎０９７８ -64-２５25 

こどもの健診・教室

ー健診ー

≪杵築地域：杵築市健康推進館≫

●2歳児歯科健診

　　対象：平成27年2月・3月生まれ

　　9月21日（木）13時～13時30分受付

●3歳児健診

　　対象：平成26年2月・3月生まれ

　　9月22日（金）13時～13時30分受付

≪山香･大田地域：山香庁舎３階≫

●4・5か月児健診

　　対象：平成29年4月・5月生まれ

●1歳6か月児健診

　　対象：平成28年2月・3月生まれ

●2歳児歯科健診

　　対象：平成27年2月・3月生まれ

●３歳児健診

　　対象：平成26年2月・3月生まれ

　　9月14日（木）13時～13時30分受付

ー教室ー

●すくすく広場

　　対象：概ね１歳未満の赤ちゃんと保護者

　　9月15日（金）10時～12時

　　場所：cha＊cha（中央こども園）

　　内容：「身体計測・育児相談」

●わいわい教室

　　対象：障がいを持つお子さんの保護者

　　9月11日（月）10時～12時

　　場所：杵築市健康推進館

山香 0977-75-2223

見てみよう、やってみよう！

■9月9日（土）10時～11時30分

　「琴を体験してみよう」

わくわくクラブ

■9月20日（水）10時～11時

　対象：親子・未就学児等

　「3B体操」

うたあそび

■9月8日（金）10時～10時30分

■9月16日（土）13時30分～14時

むかしクラブ

■9月8日（金）

　10時30分～11時30分

おはなし会

■9月26日（火）14時30分～15時

工作あそび

■9月6日（水）15時30分～

9月

みん
なあつまれ！

杵築 0978-62-6250

第2８回　杵築市子育て教室

AED(自動体外式除細動器)、使えますか？

と　き　9月5日（火）13時～ 13時30分
ところ　山香病院健診センター
　　　　２階 会議室
講　師　市立山香病院  小児科

　　　　半田 陽祐 先生
　はんだ　ようすけ

【対象者】 ５歳児から小学生の子どもとその保護者

【日程】 9月23日（土） 10時～13時30分（受付：9時30分～）

【場所】 健康推進館　

【定員】 15組〔先着順〕 ※お申込みはお電話で

【募集締切】 9月15日(金) 　【参加費】 1人につき200円

【持ち物】 こども：エプロン、手拭きタオル、お米1/2合

　　　　保護者：エプロン、手拭きタオル、お米1/2合、三角巾、筆記用具

【特典】 バンダナ（こども用）、ランチョンマット、テキストをプレゼント!

【申込・問い合わせ】　健康長寿あんしん課（0978-64-2540）

託児
あります

親子でおいしいオリジナルスープづくりにチャレンジして、

楽しいランチタイムを過ごしませんか？ほかの料理もお楽しみに♪

高額介護サービス費の負担上限額が一部変更されます高額介護サービス費の負担上限額が一部変更されます
平成 29 年 8月

利用分から

　市民税が課税されている方の世帯のうち、65歳以上で現役並の所得相当の方がいない世帯の負担上限額が

37,200円から44,400円に変更されます。高額介護サービス費とは、１か月に支払った利用者負担の合計が一定

の上限を超えたときに、超過分が払い戻される制度です。

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護

　サービスを利用した方全員の負担の合計の上限

　額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した

　ご本人の負担の上限額を指します。

問 市民課　介護保険係　☎0977-75-2404

対象となる方
平成29年8月から

現役並み所得者に相当する
方がいる世帯の方

世帯のどなたかが市民税を
課税されている方

世帯の全員が市民税を課税
されていない方

44，400円（世帯） 44，400円（世帯）

37，200円（世帯）

24，600円（世帯）

24，600円（世帯）

15，000円（個人）

15，000円（個人） 15，000円（個人）

24，600円（世帯）

平成29年７月まで

負担の上限(月額)

前年の合計所得金額と
公的年金収入額の合計が
年間80万円以下の方等

生活保護を受給している方等

44，400円（世帯）

24，600円（世帯）

15，000円（個人）※

※

同じ世帯の全ての65歳以上の利用者負

担割合が1割の世帯は、年間446,400円

(37,200円×12か月)の上限が新たに設け

られ、年間を通しての負担額が増えない

ようにされます。(3年間の時限措置)

〈子ども医療費受給資格者証交付〉の手続きをお忘れなく！

9月から子ども医療費の助成が拡大されます。

　助成対象者は杵築市に住所がある中学生以下のお子さんで、平成29年9月1日以降の診療分から助成が受けら

れます。（保険適用分のみ）助成には〈子ども医療費受給資格者証〉が必要ですので、忘れずにお手続きください。

子ども医療費助成の流れ

● 病院を受診する前に

● 病院を受診する際に

①〈子ども医療費受給資格者証〉の

　交付申請を、市役所各窓口で行っ

　てください。

　申請に必要なもの‥申請書（市役

　所で配布）・子どもの保険証・印鑑

②市役所より受給資格者証の交付

　（申請日に交付されます）

③診察時に病院窓口に健康保険証

　と併せて〈子ども医療費受給資格

　者証〉を提出してください。

④県外の医療機関を受診した場合

　は、病院窓口等で医療費のお支払

　いをした後、医療機関が発行した

　診察明細付領収書等を持って、市

　役所に助成請求をしてください。

受給者証

受給者証

健康
保険証

※限度額
　適用
　認定証

申請書
①申請書の提出

②受給者証の交付

○○病院

△△薬局△△薬局

保護者

杵築市役所

保護者

子

③資格者証等の提示

※入院等で医療費が高額になる場合は、高額療養費の〈限度額適用認定証〉と併せて無料となりますので、加入している健康

　保険組合等にお問い合わせください。

問 子ども子育て支援課　☎0977-75-2408助成に関する詳細は広報きつき7月号をご覧ください。
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